様式第6号(第5条関係)

請　　け　　書

　　年　　　月　　　日
彦 根 市 長　　　　様

　　　　年　　月　　日に入居決定等を受けました下記住宅の使用については、彦根市営住宅の設置および管理に関する条例、同条例施行規則および入居者の順守事項ならびにこれに基づく管理者の指示を守ります。
　なお、これらの事項を守らないため、明渡しの請求をされても何ら異議の申立てをせず、損害についても請求いたしません。
　連帯保証人は、住宅使用者と連帯して家賃その他の責務について、その義務を履行します。

	住 宅
の
表 示
	所在地
	彦根市

	
	住宅名
	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　第　　　　号

	家　　賃
	月　額　　　　　　　　円                                      

	使用者
	現住所
	

	
	氏名
	㊞   　　　　　　年　　　月　　　日生 

	連帯保証人
	現住所
	
	極度額
	万円

	
	氏名
	㊞   　　　　　　年　　　月　　　日生 

	
	電話
	
	職業
	
	収入月額
	※　　　　　　  円

	
	勤務先
	（電話 　　　　　　）
	入居者との続柄
	

	
	現住所
	
	極度額
	万円

	
	氏名
	㊞   　　　　　　年　　　月　　　日生 

	
	電話
	
	職業
	
	収入月額
	※　　　　　　  円

	
	勤務先
	（電話 　　　　　　）
	入居者との続柄
	


(注) 次の書類を添付すること
1　使用者の(本書に押印の)印鑑登録証明書
2　連帯保証人(2人)の(本書に押印の)印鑑登録証明書
3　連帯保証人(2人)の所得証明書
4　連帯保証人(2人)の地方税の納税証明書
特記事項
	1　本物件の明渡し時において、住宅使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗および経年劣化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、住宅使用者の責めによらない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。

2　前記1にかかわらず、住宅使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗および経年劣化であっても、畳および襖 (ふすま)(戸 (と)襖 (ぶすま)、天袋および欄間障子を含む。)の原状回復義務を負う。

3　連帯保証人1人に対する履行の請求および連帯保証人1人の債務の承認は、住宅使用者および他の連帯保証人に対しても効力を有する。








































